
　Ⅲ 　Ⅰ

　Ⅳ 　Ⅱ

   達成度

　　　平成２６年度以降に残る課題，その要因として考えられること。

82.1111.2

1,223 903

1,100 1,100

H24 H25 H26

60 80 100

H28

100

（２）目標指標２
H23現状値

市民実感度

加重平均値

％

ベンチマーク

100.7

実績値

達成度

ベンチマーク

人

％

実績値

実績値

住宅用火災警報器普及率
％

％

達成度

目標値

％

普通救命講習会受講者数

目標値 人

人

人

70.467.566.2

71.0

67 83

67.0 68.0 69.0

H27

94.620 96.180

実績値 50

単位数値指標

民間救急ボランティア（KHS）登録
者数 達成度

ベンチマーク

1,361

％ 111.7

2.894

目標値

目標値

安心できる消防・救急体制が整備されていると感
じている市民の割合 2.888 2.898

市民実感度

加重平均値

68.95071.180

４　施策の評価（現状分析）

（１）目標指標１

ベンチマーク

H28

103.8

残された課題

・100名を目標に民間救急ボランティア（KHS）を募集しており現在83名登録しているため目標値に達している。
　普通救命講習会の受講者については目標値を下回った。
・平成25年度住宅用警報器設置率７０．４％達成度評価

・安心・安全なまちづくりのため必要不可欠な事業であり適正である。
構成事務事業

の適正性

　　　指標を分析した結果施策目標は達成されたのか

・阪神淡路大震災を教訓に自助共助の精神が重要であり，地元消防団の重要性が明らかになり団員確保の必要性
・平成２８年６月１日からの共同運用開始に向けて，運用方法及び指令システムについて協議検討を行う。
・消防車両や各種装備品で，経過年数が経っているものについての適切な点検・整備及び更新や，未整備地区への防火
水槽設置に伴う用地の確保。

２　施策の成果向上に向けての市民と行政との役割分担をどう考えるか

市民の役割

　　　取り組み内容と成果，成果が得られた要因として考えられること。

・防火水槽・消火栓の設置及び消防車両・各種装備品の整備，民間ボランティア活動の支援
・平成25年度各出動件数　火災ー58件 ・ 救急ー3,000件 ・ 救助ー17件
・県内21消防本部により平成25年4月1日に茨城消防救急無線・指令センター運営協議会が設立され，整備工事について協議が行われた。また，平成
26年3月２７日（株）ＮＥＣと工事請負契約が締結された。
・各種訓練・集会等に参加し設置促進，リーフレットの配布。また，市報・ホームページにより設置義務の理解及び設置率を上げる。

取組状況等

行政の役割

３　平成２５年度の取組状況

　　　市民(地域・団体・事業所）が自助でやるべきこと。共助でやるべきこと。市と協働でやるべきこと。

・地域防災の要である消防団活動に理解と協力をしていただく。
・自助共助の精神で，積極的に防災関係の訓練や救急講習会に参加していただく。
・火災を起こさないように防火意識を持ち，消火器や火災警報器の設置に努めていただく。
・適切な１１９番通報を行うよう努めていただく。

　　　市がやるべきこと。県がやるべきこと。国がやるべきこと。

総務課

予防課

市民実感度指標

施策コード 警防課

平成２６年度施策評価シート（平成２５年度実施事業）

施策名
4-2-2

H24

作成主管課

消　防
関係課

通信指令課

政策
政策体系

第４章　自然と共生した安全でやさしさのあるまちづくり 〔生活環境〕

２　さまざまな不安や災害に強い安全なまちをつくります小政策

H25 H27H26

72.290

１　総合計画進行管理

・適正な指導と訓練を通した消防団体制の強化と，団員の加入促進を図ります。
・防災施設並びに装備品等を充実させ，各種災害に対応します。
・防火啓発活動及び住宅用火災警報器の設置普及活動を行います。
・１１９番通報時に消防ではどのような情報が必要かを，各種講習会又は広報紙等に掲載し市民に周知していきます。

５　今後の方向性

○市民実感度指標と数値指標の分析による当該施策の位置

　領域Ⅰ　現状を維持しつつ，効率化を目指す領域

　領域Ⅱ　施策を構成する事務事業及び事業内容等を見直し
　　　　　　 市民実感度を高める必要のある領域

　領域Ⅲ　施策並びに構成する事務事業の必要性を検討する
              領域

　領域Ⅳ　施策の重点化を図り市民実感度を高める必要がある
              領域

　
　
　
　
実
感
度

達成度

103.5

70.0

1,100

　市民の安心・安全を確保するため，消防施設や設備の維持管理と計画的な整備を進め緊急出動の体制を整
えるとともに，隊員の救急技術向上や市民に対する応急手当の普及啓発を行い，消防体制の強化を図ります。
また，消防団体制の充実に努めます。

現況と課題

  近年，都市化が進むとともに，火災の状況は複雑多様化しつつあります。また，少子高齢傾向にある中，就業
構造の変化や地域の連帯意識の希薄化により，消防団員の確保が困難になるなど，消防を取り巻く環境は大き
く変化しています。
　本市ではこれまで消防本部を中心に笠間，友部，岩間の各消防署による常備消防と４６個分団からなる非常
備の消防団の連携により消防活動を進めてきました。消防では，住宅用火災警報器の設置促進をはじめ，広報
等による防火意識の向上や消防施設の適正な維持管理に努めてきました。また，消防団組織を統合し，指揮命
令系統の強化を図ってきました。救急体制においては，AEDの計画的な配備や民間救急ボランティア（KHＳ）を
育成し，応急手当普及啓発を推進するとともに，水戸地区救急医療協議会による広域的な救急体制の強化を
図ってきました。
　今後，生活様式の多様化などに伴う火災の状況の多様化・複雑化・大規模化に対応していくため，より一層関
係機関との連携を強化し，消防力を充実させるとともに，災害を未然に防ぐための予防活動や救助活動など広
範囲にわたり施策を展開していく必要があります。また，地域防災の要である消防団の強化に向け，団員の確
保に努めていく必要があります。また，消防救急・無線指令業務は，国の要請に基づく県域1ブロックによる効率
的整備を進めていきます。

1,1001,100

100

目標値設定
の考え方

・市民の安全・安心を確保するために，一次救命処置の知識を市民自ら習得していただく必要がある
と考え，それに関連した民間救急ボランティア（KHS）登録数及び普通救命講習会受講者数とした。
・すべての住宅に設置義務の観点から普及率とした。

・十分な普通救命講習会活動をするために必要な人員を100名とした。
・講習会の実施回数を考慮し，最小限必要と考える人数とした。
・今後すべての住宅に設置推進の啓蒙活動を行い，毎年１％増を見込み，平成２８年度目標を７１％とした。

・その他の消防サービスに直結する事業については，コスト意識を徹底し進めていくと共に消防力の強化を図り住民の生
命，身体及び財産を守る責務を全うする。

取組方針

　　　平成２７年度に向けた施策方針

数値指標
の考え方

指標設定
の考え方

施策目標

当施策を重要と感じている市民の割合
重要度

加重平均値

市民からの
意見・反応等

消防団体制の充実に努めるとありますが，今後どのように進めていくのかと言う意見。住宅用火災警報器設置率
調査のため個人宅へ行くと，どのようなことなのか全く把握していない例が多かったため普段からのPR不足を痛
感した。

3.784 3.771

H23現状値

 総合計画後期基本計画の内容 

2.5 100 

100 

2.5 

4.0 

 総合計画後期基本計画の内容 

2.5 100 

100 

2.5 

4.0 

H24 
H25 

 ※H24.2月策定 



市単 － －13 心電計整備事業 　救急救助体制の充実。 維持管理事業 心電計の更新 台

シート３－１　施策構成事務事業貢献度評価

17

18

事業費合計

4

5

6

7

198,351

18 4
　普通救命講習会を通して応急手当の重要性を訴え救命率の向
上を目指す。

政策的事業 ボランティア登録数 人

182,457 277,831

1617 187

立ち入り検査，違反処理事務

常備消防車両更新事業

回
世帯

２
２８，１００

２
２８，２４４

政策的事業
実態調査
啓発パンフの配布

1,145 1,029

2,730

設置5(撤去3基含む)

撤去3
修繕等6

市単 45,745

1

市単 344

12

14

啓発広報事業

9　消防水利設置位置を明示し，活動の円滑化を図る。 建設・整備事業 水利標識の設置 箇所

8

192

市単 1,043

2,352 2,856 6

5
設置6
撤去4
修繕1

　水利が不足している地域の解消。 建設・整備事業 消火栓の設置 基 4 3

42 41 29

29,022

市単 33,970 33,559 34,202

4 市単 2,583

2

2
28,523

　防火対象物，危険物施設等の実態・統計調査を行い，集計することで違反是
正，高齢者等の焼死防止対策に努める手段とする。市民へ周知することで火災に
対する意識の高揚を図り災害の抑制となる。

3

　水利が不足している地域の解消。 建設・整備事業
防火水槽の設置（更新
を含む）・撤去・修繕

基
設置7
撤去1

修繕23
35,354

　消防業務全般の充実。 維持管理事業 消防車両の管理及び更新 台 1 1

　法的根拠に基づき，防火対象物及び危険物施設等において消
防設備等を含め設置維持管理状況を検査し違反是正を図る。

義務的事業
改善（防火対象物）
改善（危険物施設）

件
件

－

5－

６４
５５

36
43

－－ －

義務的事業

－ － 義務的事業

　笠間市火災予防条例関係の届出・不備事項の改修，全ての住
宅に設置義務の住宅用火災警報器設置促進，普及率の向上。

義務的事業
住宅用火災警報器普
及率
条例届出

％
件

６６．２
７８

164

－ －

６７．５
８５

70.4
87

市単

－
５８
５３

161 89

義務的事業
　法的根拠に基づく防火管理者選任，消防計画の作成，消防訓
練の実施，危険物保安監督者の選任，予防規程等の作成指導。

義務的事業
防火管理者育成
消防訓練指導
検査時の育成指導

人
件

施設

１１１
１０２
１７４

89
101
166

８９
１０８
１７０

－ －

61
47

－ － － － 義務的事業
　無申請，無許可施設内における火災，漏洩事故等の被害の軽
減。

義務的事業
防火対象物使用開始届出
危険物施設変更完成検査

件
件

４８
４２

７０
６１

105
103.8

－ － － － 義務的事業
　予防査察規程及び違反処理規程に基づいた計画を立て検査を
実施する。不備事項について，改善計画を作成させ，継続的に
指導を行い，違反処理規程に基づく是正に努める。

義務的事業
防火対象物事業所
危険物施設

％
１３４
１１３

１１９．６
１００．７

非常備消防資機材整備事業
個
台
本

１
１

１４６

２
０

２１
1,396 10

2,996 3,928 7

　各分団の資機材を計画的に整備することにより，災害時におけ
る消防団活動を迅速かつ効率的な運用と機動力の向上を図ると
ともに団員の安全を確保する。

政策的事業
発電機
ホースカー
消防ホース

０
０

１０
市単 2,186 1,143

5

　年数の経過のため，老朽化した消防団のポンプ車等を更新及
び整備することにより，災害時における迅速かつ効率的な運用と
機動力の向上を図る。

政策的事業
小型ポンプの更新
ポンプ車等の整備・更新

台
台

１ 0
２

２
１

市単 1,732

４９
４６

４９
４６

市単 19,440 9,465 10,684

10

市単 61,399 58,465 29,893 義務的事業

市単 491 459 457
２０
３０

２０
３０

７６６
９３

７６７
９３

７６５
９３

　消防防災活動の拠点となる消防団置場兼詰所が市内には４６
箇所あり，消防団車両の車検及び車両並びに消防施設等の修繕
等を適切に行うことにより，安定した消防体制を保持する。

維持管理事業
車両台数
詰所数

台
棟

４９
４６

防火水槽整備事業

消火栓整備事業

消防水利標識整備事業

民間救急ボランティア育成・啓発
事業

15

16

消防本部庁舎
消防署庁舎

施設
施設

　住民の生命財産を守るため，地域の消防防災力において重要な役割を担って
いる。団員数の確保，団員としての規律，精神鍛錬及び消防技術の向上，また各
種手当て，福利厚生を図り地域の防災力を保持する。

義務的事業
団員数
団員充足率

人
％

平成２３年度

16,844

補助区分
事業費（千円）

市単

平成２３年度

１
３

１
３

１
３

成果
貢献度評価事務事業性質

単位

維持管理事業 3
　市民の安心・安全を守る観点からも消防庁舎での事務の執務・災害待
機場所の施設の維持管理をすることで２４時間勤務する職員に安定した
消防体制を保持させ消防業務を円滑に実施させる。

平成２５年度

21,915

平成２４年度

19,089

消防同意，許認可事務

防火管理者，危険物保安監督者
の育成指導事務

火災予防条例規制事務

防火対象物，危険物施設規制事
務

8

9

10

11

2

3

平成２４年度 平成２５年度

　消防業務を全国一律化の平準化のため，国，県，関係機関，そ
して他消防本部といろいろな課題に対し協議検討しており，重要
な役割をになっている。

政策的事業
負担金
表彰事務

件
件

２０
３０

成果指標
施策を構成する事務事業 事業内容

庁舎維持管理事業1

関係機関負担金事業

消防団本部運営事業

消防団施設維持管理事業

非常備消防車両等更新事業

2.5 100 2.5 100 



無線試験

災害時の火災・救急・
救助・その他の無線使
用回数

466

回

回

365回

67200回

366回

62540回
29 無線通信施設の充実事業 　消防部隊相互間の統制・情報連絡の運用管理。 維持管理事業

28
自動出動指定装置・地図検索装
置の情報修正業務の事業

義務的事業

468
件

件

－

89 2

365回

62460回
市単 99

13件
3件

27
各種災害受付・出動指令・通信統
制業務の事業

　正確に災害地点を決定し，迅速に部隊の出動指令を行う。 義務的事務

火災
救急（ドクターヘリ出動
も含む）
その他

1040件

15件

　各種災害指令の基になる地図データを常時更新し，部隊の円
滑な運用を行う。

維持管理事業
住宅・住所・目標物
修正登録
地理・水利　修正登録

108

4

1483件

25件

－
　83件
2836件
1433件

－

1275件

12件
市単 103

式
箇所
式

件
件
件

　76件
3017件
1270件

　68件
2940件
1478件

－

34件
9件

19件
9件

市単 6,331 4,50426 消防緊急通信指令装置管理事業
　正常な機能を維持するため，点検整備を行い，障害の発生を未
然に防止する。

維持管理事業
　
リモート
技術者依頼

件
件

517 517

回
人

65
1,361

392

4,439

4,268 123,893

368 270 11

25
茨城消防救急無線・指令センター
運営協議会整備事業

　消防救急デジタル無線及び高機能消防指令センターを共同で整備す
る。

計画策定事務
機器数（22項目）
庁舎改修
指令施設等の撤去及び移設

市単 312

1国県補助

11

24 応急手当普及啓発事務事業 　応急手当普及啓発。 政策的事業 普通救命講習会
63

1,223
56

903

市単 613

9

23 防火委員会事務事業 　防火思想の普及啓発を行う。 政策的事業
防火パレード
防火キャンペーン
研修会

回 14 15 14

40

－
5
1

－ －

40 40
2
1

1
1

市単

2
1

火災     67
救急 2,934
救助     17

回
2
1

件 －

3
1

22
消防応援協定・受援計画等事務
事業

　火災時の迅速な対応及び円滑な活動。 政策的事業

茨城県広域消防相互応援協
定連絡会議
茨城県高速自動車道等消防
協議会訓練

火災    58
救急3,000
救助    17

－
火災     76
救急 3,018
救助     15

21
災害対策・警防計画・各種訓練実
施計画事業

　各種災害に備え迅速で円滑な消火活動。 計画策定事務
想定訓練の実施
警防計画の作成

回 10

－

10,082 6

20 火災・救急・救助関連事務
　火災・救急・救助の円滑な活動及び活動の実態を把握し，今後
の消防体制の改善を図る。

義務的事業
火災・救急・救助に関
連した事務処理及び統
計事務

義務的事業

7,851
備品購入
修繕
保守点検

回
世帯

13
61
10

17
78
9

市単 4,52019
15
91
13

車両・機械器具管理整備事業
　災害現場での円滑な活動に備え，機械器具の安全・性能維持
に努める。

計画策定事務

平成２５年度
施策を構成する事務事業 事業内容 事務事業性質

平成２４年度 平成２５年度

成果

成果指標 単位
補助区分

平成２３年度

事業費（千円）

シート３－２　施策構成事務事業貢献度評価

貢献度評価
平成２３年度 平成２４年度



　　　　　シート１施策構成事務事業目的直結度評価

事務事業の成果基準の説明

民間救急ボランティア育成・啓発事業
茨城消防救急無線・指令センター運営協議会整備事業
消防緊急通信指令装置管理事業
自動出動指定装置・地図検索装置の情報修正業務の事業
無線通信施設の充実事業

法定受託事務（義務的事業に分類）

消火栓整備事業庁舎維持管理事業
啓発広報事務
常備消防車両更新事業

消防団施設維持管理事業 車両・機械器具管理整備事業 消防水利標識整備事業
非常備消防車両等更新事業 心電計整備事業 応急手当普及啓発事務事業
防火水槽整備事業

2 4

5 7

消防団本部運営事業
立入検査，違反処理事務
消防同意，許認可事務
防火管理者，危険物保安監督者育成指導
火災予防条例規制事務
防火対象物，危険物施設規制事務
火災・救急・救助関連事務
各種受付・出動指令・通信統制業務の事業

8 9

災害対策・警防計画・各種訓練実施計画事業
非常備消防資機材整備事業 防火委員会事務事業

施策名 消防

1

関係機関負担金事業

3

6

消防応援・受援計画等事務事業

施
策
目
標
に
対
す
る
事
務
事
業
の
意
図
 

施
策
目
標
に
対
応
し
て

施
策
目
標
に
概
ね
対
応

化
な

施
策
目
標
に
間
接
的
で

あ
る
 

施策の対象と事務事業の対象 

施策の対象と一致している 施策の対象と概ね一致している 施策の対象と間接的（少数）である 



　　　　　シート２施策構成事務事業貢献度評価

6

9

防火委員会事務事業

施策名 消防

1

消防水利標識整備事業

3

11 12

消防応援・受援計画等事務事業 応急手当普及啓発事務事業

各種受付・出動指令・通信統制業務の事業

車両・機械器具管理整備事業 災害対策・警防計画・各種訓練実施計画事業
関係機関負担金事業

2 4

5 7

8 10

消火栓整備事業 心電計整備事業 非常備消防資機材整備事業

事務事業の成果基準の説明

防火水槽整備事業
常備消防車両更新事業 啓発広報事務

法定受託事務（義務的事業に分類）

民間救急ボランティア育成・啓発事業
自動出動指定装置・地図検索装置の情報修正業務の事業

消防緊急通信指令装置管理事業

消防団本部運営事業
立入検査，違反処理事務
消防同意，許認可事務

事務事業の休廃止検討エリア

茨城消防救急無線・指令センター運営協議会整備事業 無線通信施設の充実事業

庁舎維持管理事業 消防団施設維持管理事業 非常備消防車両等更新事業

防火管理者，危険物保安監督者育成指導

火災予防条例規制事務
防火対象物，危険物施設規制事務
火災・救急・救助関連事務

施
策
の
目
的
に
対
す
る
事
務
事
業
の
目
的
の
直
結
度
 

非
常
に
高
い
 

 
高
い
 

 
中
 

 
低
い
 

事務事業の成果 

成果は高い 

(上位） 

成果はやや高い 

（中位） 成果は低い、ほとんど出ていない若しく

は把握できない（下位） 

成果は普通 

（中位） 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

9 

8 

7 


